
 
 
不法投棄やごみの焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

により禁止されており、個人の場合は５年以下の懲役若しくは 
１０００万円以下の罰金（又は併科）、法人の場合は３億円以下 
の罰金が科せられる場合があります。 
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 平成２４年度の町で対応した不法投棄件数は２９件、不法投棄物を処分する

ための費用として７５８，０７５円を支出しました。また、それ以外にも町内

会清掃等で発見されるものや他の補助金を使用して処分するものもあり、実際

には更に多くの不法投棄物があります。 

 町では定期的にパトロールを行っていますが、不法投棄やごみの焼却を未然

に防ぐためには、町民の皆さんの協力が必要です。不法投棄等を発見した場合

は、役場や警察へご連絡ください。 

 また、私有地への不法投棄は、土地や建物の所有者・管理者が処理しなけれ

ばなりません。不法投棄をさせないためにも、人が立ち入れないように囲いを

設けるなど、日ごろから土地の管理には十分注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

町内であった不法投棄事例 
 
 

 

 

 

発行／当別町住民環境部環境生活課環境対策係 
〒061-0292石狩郡当別町白樺町５８番地９ 
℡（０１３３）２３－２５０３ 



 

 

 

 

６月１日から古着・古布リサイクルの対象品目を拡大し回収していますが、

６月は１６３２㎏の古着・古布を回収することができました。 

 役場、ゆとろ、総合体育館、西当別コミセンの４か所で拠点回収をしていま

す。ご家庭で不要になった古着・古布がありましたら、ぜひ回収ボックスへ！ 

 

 

  
 
 （※必ず洗濯等をしたきれいなもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町営墓地では、皆様のごみの持ち帰り等のご協力により、清潔な環境が保た

れていますが、今年も一部にごみの置き去りが見られます。 

 供物等を放置すると、カラス等が増えたり、放置した供物が腐敗したりして

清潔な環境を維持できなくなります。また、腐敗した供物等は墓石を痛める原

因になるだけでなく、ご先祖様を供養する場にふさわしくありません。 

引き続き、供物や刈り草の持ち帰りにご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古着・古布回収量
（H24・25年度）
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今年の水汲み場の状況 供物を狙うカラスの群れ（昨年８月頃） 


